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『注意』
①相談に対して適切な助言をすることが目的で

すので、相手との交渉や手続きを代行したり、
相手を呼び出して仲介やあっせんをすること
はできません。

②相談は必ずご本人がお越しください。
③法律相談は予約制（先着９名まで）です。予約

の受付は相談日の翌日（この日が祝日で休日の
場合は相談日）から次回の相談日分を受け付け
ます。（予約は電話でも結構です。受付開始は8
時30分から）

④内容が複雑な相談は要領よく話をまとめ、関係
書類があればお持ちください。

�法律相談の相談予定弁護士名は受付日にお知らせし
ます。

�弁護士職務規程により相談に応じられない場合もあり
ます。

※法律相談は市民の方のみです。なお、相談者多数のため、
同一人の相談は年度３回までとさせていただきます。

◎問い合わせ
　本庁　市民生活課　市民相談コーナー　�４０・７０８５（直）
　諸富支所　市民サービス課　　　　　　�４７・２１３３（直）
　大和支所　市民サービス課　　　　　　�５１・２４１９（直）
　富士支所　市民サービス課　　　　　　�５８・２１１３（直）
　三瀬支所　市民サービス課　　　　　　�５６・２１１１（代）

相談時間は１３時３０分～１６時３０分（行政手続相談のみ１４時～１６時）
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　　　■フリーダイヤル（毎月１日のみ　０時～２４時）　   �0120・400・337
　　　■それ以外の日の相談電話　　　　　　　　　 　�0952・34・4343
　　　◎問い合わせ　佐賀いのちの電話事務局　����������	
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天
山
山
系
を
ぐ
る
っ
と
巡
る
サ

イ
ク
リ
ン
グ
大
会
で
、
山
あ
り
谷

あ
り
の
コ
ー
ス
で
す
。
あ
な
た
の

体
力
の
限
界
に
挑
戦
し
て
み
ま
せ

ん
か
？

■
日
時　

９
月　

日
�　

９
時
〜

２４

■
コ
ー
ス　

天
山
〜
七
山
〜
浜
玉

〜
厳
木
〜
厳
木
ダ
ム
〜
天
川
〜
市

川
〜
天
山　

全
行
程　

�
７０

※
ス
タ
ー
ト
・
ゴ
ー
ル　
　

佐
賀

市
富
士
町　

天
山
ス
キ
ー
場

■
参
加
資
格　

健
康
で
、
交
通
ル

ー
ル
を
守
り
、
設
定
し
た
コ
ー
ス

を
５
時
間
以
内
で
完
走
で
き
る
見

込
の
あ
る
方　
　

■
参
加
料　

３
�
５
０
０
円　

■
申
込
期
限　

９
月　

日
�

１２

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
県
サ
イ
ク
リ
ン
グ
協
会

　

�　

・
６
４
２
１

２３

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.esaga.jp/?jitensya/sca

※
要
項
・
申
込
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。
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■
期
間

　

９
月
９
日
〜　

月　

日
の
毎
週

１１

１１

土
曜
日
（
計　

回
）　

時
〜　

時

１０

１３

１５

■
場
所

　

県
立
森
林
公
園
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場

■
対
象
者　

中
学
生
以
上
（
た
だ

し
親
子
参
加
の
場
合
、
小
学
４
年

生
か
ら
可
）

■
受
講
料　

３
�
０
０
０
円

　
（
保
険
料
・
貸
弓
具
代
含
む
）

　
（
中
学
生
以
下
１
,
０
０
０
円
）

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
市
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
協
会
事

務
局　

七
田

　

昼
間

　

�
０
９
０
・
１
９
２
２
・
６
７
０
０

　

夜
間　

時
以
降

２０

　

�　

・
３
０
６
６

９８

し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間　

平
成　

年
９
月
１

１８

日
�
か
ら
９
月　

日
�

１５

■
選
考
方
法

　

書
類
審
査
及
び
面
接

　

9
月　

日
�
・　

日
�
予
備
日

２０

２１

◎
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
市
立
諸
富
文
化
体
育
館

　

〒
８
４
０
・
２
１
０
５

　

佐
賀
市
諸
富
町
大
字
諸
富
津　
５２

　

�　

・
７
９
７
７

４７

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

・
７
９
８
０

４７

相
　
　
談 
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�
�
�
�
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市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽

自
動
車
税
お
よ
び
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
に
つ
い
て
、
日
曜
・
夜

�
�
�
�
�
�
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皆
さ
ん
が
現
在
困
っ
て
い
る
隣

接
建
物
に
対
す
る
ト
ラ
ブ
ル
や
建

物
の
疑
問
に
つ
い
て
、
建
築
と
法

律
の
専
門
家
が
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
予
約
さ
れ
て
い
る
方
を
優
先

い
た
し
ま
す
。

■
開
設
日　

９
月　

日
�

２０

　
　
　
　
　
　

時　

分
〜　

時

１３

３０

１６

■
開
設
場
所

　

本
庁
４
階　

建
築
課

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

建
築
課　

指
導
係

　

�　

・
７
１
７
０

４０

　

E
メ
ー
ル

　

kenchiku@
city.saga.lg.jp

間
の
納
税
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

◆
日
曜
納
税
相
談（
第
１
日
曜
日
）

■
日
時　

９
月
３
日
�

　
　
　
　

９
時
〜　

時
１６

◆
夜
間
納
税
相
談（
第
４
月
曜
日
）

■
日
時　

９
月　

日
�　

時
ま
で

２５

２０

■
受
付
場
所

（
市　

税
）
本
庁
１
階　

番
窓
口

３６

（
国
保
税
）
本
庁
１
階　

番
窓
口

１０

※
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、
事
前

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
市
税
・
国
保
税
の
納
付
は
安

心
・
便
利
・
確
実
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！
】

■
口
座
振
替
が
で
き
る
市
税

　

市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）、
固
定

資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健

康
保
険
税

■
口
座
振
替
が
で
き
る
金
融
機
関

　

佐
賀
市
内
に
本
・
支
店
が
あ
る

金
融
機
関
ま
た
は
郵
便
局

■
お
申
し
込
み
方
法

○
申
込
場
所

　

・
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
ま
た

　
　

は
郵
便
局
（
佐
賀
市
内
）

　

・
本
庁
納
税
課

　
　

（
１
階　

番
窓
口
）

３６

　

・
本
庁
保
険
年
金
課

　
　

（
１
階　

番
窓
口
）

１０

　

・
各
支
所
の
担
当
窓
口

○
必
要
な
も
の

　

・
預
（
貯
）
金
通
帳

　

・
通
帳
の
お
届
け
印

　

・
納
税
通
知
書
な
ど
税
の
通
知

　
　

書
番
号
が
分
か
る
も
の

※
お
申
し
込
み
を
さ
れ
て
か
ら
振

替
ま
で
の
手
続
き
に
、
一
カ
月
ほ

ど
か
か
り
ま
す
。
今
月
末
の
振
替

に
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

納
税
課　

整
理
第
一
係

　

�　

・
７
０
７
６

４０

　

本
庁　

納
税
課　

収
納
係

　

�　

・
７
０
７
５

４０

　

本
庁　

保
険
年
金
課

　

国
保
税
二
係

　

�　

・
７
２
７
３

４０
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平
成　

年
９
月
１
日
現
在
で
調

１８

製
し
た
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
を
行

い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
選
挙
人
が
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認

ご
案
内 

　

市
長
が
直
接
、
市
の
財
政
状
況

や
重
点
事
業
の
内
容
な
ど
を
説
明

し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
と
意
見
交

換
を
行
う
「
市
長
と
語
る
会
」
を

開
催
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
自
由

に
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

■
日
時　

９
月
２
日
�

　
　
　
　
　

時
〜　

時

１４

１６

■
場
所　

赤
松
公
民
館

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

秘
書
課　

公
聴
係

　

�　

・
７
０
２
４

４０

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
�
�

す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

　

な
お
、名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

方
は
、昭
和　

年
９
月
２
日
ま
で
に

６１

生
ま
れ
た
方
で
、平
成　

年
６
月
１

１８

日
ま
で
に
佐
賀
市
に
転
入
届
出
を

し
、引
き
続
き
平
成　

年
９
月
１
日

１８

ま
で
住
ん
で
い
る
方
で
す
。

■
期
間　

９
月
３
日
�
〜
７
日
�

■
時
間　

８
時　

分
〜　

時       

３０

１７

■
場
所　

佐
賀
市
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局（
市
役
所  
本
庁
３
階
東
側
）

◎
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
市
選
挙
管
理
委
員
会

　

�　

・
７
３
３
０

４０
�
��

��

�
�
�	
�

�
�
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�
�
�
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�
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佐
賀
土
地
改
良
区
総
代
の
任
期

が
平
成　

年　

月　

日
に
満
了
し

１８

１０

１１

ま
す
の
で
、
次
の
と
お
り
選
挙
を

行
い
ま
す
。
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■
投
票
で
き
る
方

　

平
成　

年
８
月　

日
（
任
期
満

１８

２２

了
の
日
前　

日
）
か
ら
選
挙
日
ま

５０

で
引
き
続
き
佐
賀
土
地
改
良
区
の

組
合
員
の
資
格
を
有
す
る
者

■
立
候
補
の
受
付

【
受
付
期
間
】
９
月　

日
�
〜
２

２５

６
日
�　

８
時　

分
〜　

時

３０

１７

【
受
付
場
所
】
各
選
挙
区
の
属
す

る
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

※
立
候
補
届
出
用
紙
は
、
各
選
挙

区
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
お
受
け

取
り
下
さ
い
。

■
投
票

※
立
候
補
者
数
が
定
数
を
超
え
な

い
場
合
は
、
投
票
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
投
票
日
時
】　

月
２
日
�

１０

　

７
時
〜　

時
１５

【
投
票
場
所
】
投
票
が
あ
る
場
合

に
郵
送
す
る
投
票
所
入
場
券
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

佐
賀
市
選
挙
管
理
委
員
会

　

�　

・
７
３
３
０

４０
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

■
資
格　

昭
和　

年　

月
２
日
以

１５

１０

降
に
生
ま
れ
た
方
を
対
象
に
、
居

住
地
は
限
定
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

佐
賀
市
役
所
（
支
所
及
び
関
係
施

設
を
含
む
）
で
勤
務
し
、
そ
の
任

期
を
満
了
さ
れ
た
後
、
１
年
を
経

過
し
た
方
。

■
勤
務
場
所　

佐
賀
市
立
諸
富
文

化
体
育
館
（
佐
賀
市
諸
富
町
大
字

諸
富
津　

）
５２

■
業
務
内
容　

受
付
事
務
、
使
用

料
の
徴
収
、
施
設
等
の
管
理
等

■
勤
務
形
態

・
土
・
日
・
祝
日

　
　
　
　

８
時　

分
〜　

時　

分

３０

１７

１５

・
平
日　
　

時
〜　

時　

分

１７

２２

３０

・
平
日
及
び
土
・
日
・
祝
日
の
勤

務
は
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
勤
務
。

・
休
館
日
は
原
則
毎
週
月
曜
日
と

年
末
年
始（　

月　

日
〜
１
月
４
日
）

１２

２９

■
賃
金

・
土
・
日
・
祝
日

　
　

６
�
３
５
０
円
／
日
給

・
平
日　

８
８
３
円
／
時
給

※
た
だ
し
、　

時
以
降
の
勤
務
に

２２

つ
い
て
は
、
深
夜
割
増
賃
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

※
賃
金
額
は
、
平
成　

年
度
の
単

１８

価
で
あ
り
、
賃
金
以
外
に
手
当
の

支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
雇
用
期
間　
　

月
１
日
〜　

月　

日

１０

１２

３１

※
た
だ
し
、
勤
務
成
績
等
に
よ
り
、

更
新
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
採
用
人
数　

１
名

■
申
込
方
法　

佐
賀
市
立
諸
富
文

化
体
育
館
へ
写
真
付
履
歴
書
を
郵

送
又
は
持
参
す
る
。

※
面
接
時
間
は
、
随
時
、
連
絡
し

ま
す
の
で
、
履
歴
書
に
は
お
昼
間

に
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
を
記

募
　
　
集 

「市報さが」への広告掲載のお問い合わせ：� STS エンタープライズ　� 0952・24・3222
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私
立
幼
稚
園
で
は
、
保
護
者
の

就
労
等
に
よ
り
、
保
育
時
間
の
延

長
が
必
要
な
場
合
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
、
預
か
り
保
育
事
業
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
次
の
幼
稚
園
で
は
、
平

日
、
土
曜
、
長
期
休
業
中
を
問
わ

ず
８
時
か
ら　

時
ま
で
預
か
り
保

１８

育
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
家
庭
の
状

況
等
に
よ
り
利
用
に
制
限
が
あ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
）

※
前
記
以
外
の
幼
稚
園
に
つ
い
て

も
、預
か
り
保
育
を
実
施
し
て
い
ま

す
の
で
、詳
細
に
つ
い
て
は
各
幼
稚

園
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

こ
ど
も
課

　

保
育
幼
稚
園
係

　

�　

・
7
2
8
6

40

　

ま
た
は
各
幼
稚
園

電話番号所在地幼稚園名

�３１・０７５３若宮一丁目三 光 幼 稚 園

�２４・７０３１天祐一丁目中 折 幼 稚 園

�２４・７６８２本庄町本庄ふ た ば 幼 稚 園

�３０・５８３２駅前中央三丁目神 野 幼 稚 園

�３１・９５７５鍋島町大字森田鍋 島 幼 稚 園

�２３・４７０２兵庫町大字渕エ ミ ー ル 幼 稚 園

�３０・３５２０高木瀬東三丁目高 木 瀬 幼 稚 園

�２４・５４３０北川副町大字江上北 川 副 幼 稚 園

�２９・３０７５西与賀町大字高太郎信 光 幼 稚 園

�６２・００８２大和町大字東山田川 上 幼 稚 園

�４７・２２３８諸富町大字徳富諸 富 北 幼 稚 園

�４７・２４４４諸富町大字為重諸 富 南 幼 稚 園

※日曜、祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日を除く。

審
議
会 

等
の
開
催 

��

�
�
�
�
�
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�
�
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■
開
催
日
時

　

９
月　

日
�　

９
時　

分

１３

３０

■
開
催
場
所

　

本
庁　

３
階　

第
２
会
議
室

■
傍
聴
者
の
定
員　

５
人

■
傍
聴
手
続
き

　

９
月　

日
�　

時
ま
で
に
、
農

１２

１７

業
委
員
会
事
務
局
で
申
し
込
み
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

�　

・
７
３
４
１

４０

�
�
�
��
�
�
	


�
�


�
��

�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�

■
日
時　

９
月
３
日
�

　
　
　
　
　

時　

分
〜　

時　

分

１３

３０

１６

３０

■
場
所　

メ
ー
ト
プ
ラ
ザ
・
多
目

的
ホ
ー
ル

◆
参
加
費　

５
０
０
円
（
参
加
券

を
事
前
に
お
求
め
く
だ
さ
い
）

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

　

ま
さ
き
し
ん
じ
ろ
う

　
（
元
家
庭
裁
判
所
調
査
官
、Ｄ
Ｙ

Ｓ
代
表
、『
非
行
』
と
向
き
合
う
親

た
ち
の
会
世
話
人
）

■
パ
ネ
ラ
ー

・
山
口
由
美
子
（
佐
賀
バ
ス
ジ
ャ

ッ
ク
事
件
被
害
者
、
親
の
会
「
ほ

っ
と
ケ
ー
キ
」
代
表
、
子
ど
も
の

居
場
所
ス
タ
ッ
フ
）

・
能
登
原
裕
子（
ふ
く
お
か『
非
行
』

と
向
き
合
う
親
た
ち
の
会
代
表
）

・
藤
岡
克
義
（
非
行
体
験
者
、
Ｄ

Ｙ
Ｓ
設
立
発
起
人
）

・
阪
井
宏
子
（
非
行
体
験
者
、
Ｄ

Ｙ
Ｓ
設
立
発
起
人
）

■
主
催　

Ｄ
Ｙ
Ｓ
f
r
o
m
佐
賀

（
さ
が
『
非
行
』
と
向
き
合
う
親

た
ち
の
会　

準
備
会
）

◎
参
加
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

さ
が
『
非
行
』
と
向
き
合
う
親
た

ち
の
会　

準
備
会
団
体

E
メ
ー
ル

w
arabigam

i_qoo@
yahoo.co.jp

   
�
０
８
０
・
３
２
２
５
・
４
０
１
５

※
参
加
券
に
つ
い
て
は
市
民
活
動

プ
ラ
ザ
（
�　

・
２
０
０
２
）
で

４０

も
扱
っ
て
い
ま
す
。
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�

�
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こ
の
現
況
届
は
平
成　

年
８
月

１８

１
日
現
在
の
児
童
の
養
育
状
況
や

平
成　

年
分
の
所
得
を
確
認
し
て
、

１７

受
給
資
格
を
決
定
す
る
た
め
の
大

切
な
届
け
で
す
。

　

こ
の
届
け
を
さ
れ
な
い
と
、
８

月
分
以
降
の
支
給
資
格
が
喪
失
と

な
り
、
手
当
は
差
し
止
め
に
な
り

ま
す
の
で
、
必
ず
９
月　

日
�
ま

１１

で
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
８
月
上
旬
に
現
況
届
の

お
知
ら
せ
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
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�
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前
年
度
の
免
除
・
若
年
者
納
付

猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
受
付
期

間
が
、
社
会
保
険
庁
の
告
示
改
正

に
よ
り
、
平
成　

年
７
月
（
学
生

１８

納
付
特
例
申
請
は
平
成　

年
４

１８

月
）
か
ら
平
成　

年　

月
ま
で
延

１８

１０

長
に
な
り
ま
し
た
。

■
申
請
で
き
る
期
間

○
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

　

平
成　

年
４
月
か
ら
平
成　

年

１７

１８

６
月
ま
で
の
期
間

○
学
生
納
付
特
例
申
請

　

平
成　

年
４
月
か
ら
平
成　

年

１７

１８

３
月
ま
で
の
期
間

■
受
付
期
間

　
　

月　

日
�
ま
で

１０

３１

■
受
付
場
所

　

本
庁　

１
階
３
・
４
番
窓
口

（
各
支
所
の
窓
口
で
も
受
け
付
け

し
ま
す
）

■
持
参
す
る
も
の

○
年
金
手
帳

○
認
印

○
会
社
等
を
退
職
さ
れ
た
方
は
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど

○
佐
賀
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、

前
住
所
地
で
の
所
得
証
明
書【
所

得
と
控
除
の
内
訳
が
わ
か
る
も

の
】が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

○
学
生
納
付
特
例
の
方
は
、平
成

　

年
４
月
か
ら
平
成　

年
３
月
ま

１７

１８

で
在
学
さ
れ
て
い
た
学
校
の
学
生

証
・
在
学
証
明（
す
で
に
卒
業
さ
れ

た
方
は
卒
業
証
書
）等（
写
し
で

可
）

※
詳
し
く
は
、
下
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

保
険
年
金
課

　

国
民
年
金
室　

　

�　

・
７
２
７
５

４０

　

ま
た
は
各
支
所　

保
険
福
祉
課

　

佐
賀
社
会
保
険
事
務
所

　

�　

・
４
１
９
１

３１

�
�
�
�
�
�
�
�
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安
全
な
出
産
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
保
健
上
必
要
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
理
由

に
よ
り
入
院
助
産
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
妊
産
婦
を
対
象
と
し

ま
す
。

■
助
産
施
設

　

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

・
佐
賀
病
院

（
日
の
出
一
丁
目　

・
１
）

２０

・
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館　
　
　

（
水
ヶ
江
一
丁
目　

・
９
）

１２

■
入
所
対
象
者

・
生
活
保
護
世
帯

・
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
等

※
入
所
要
件
、
費
用
な
ど
詳
し
い

こ
と
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

こ
ど
も
課

　

子
育
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
係

　

�　

・
７
２
８
９

４０

　

ま
た
は
各
支
所
の
保
健
福
祉
課

�
��

�
��

�
�
�
�
�
�
�

��

��

�
�
�
�
�
�
�
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全
国
的
な
調
査
の
結
果
、
昭
和

　

年
〜　

年
生
ま
れ
の
方
の

50

52

ポ
リ
オ
の
抗
体
保
有
率
が
、
他
の

年
代
の
方
に
比
べ
て
低
い
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
ポ
リ
オ
の
予
防
接
種
を
お

勧
め
し
ま
す
。

１
、
ポ
リ
オ
常
在
国
（
イ
ン
ド
等

の
南
東
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
地
域

等
）
に
滞
在
予
定
が
あ
る
方
。

２
、
子
ど
も
さ
ん
が
ポ
リ
オ
の
予

防
接
種
を
受
け
ら
れ
る
方
。

※
た
だ
し
、
２
に
つ
い
て
は
、
ポ

リ
オ
予
防
接
種
が
２
回
済
ん
で
い

る
方
は
不
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

長
寿
・
健
康
課

　

母
子
保
健
係（
ほ
ほ
え
み
館
内
）

　

�　

・
７
２
８
２

40

紛
失
や
未
着
な
ど
で
、
お
知
ら
せ

が
手
元
に
な
い
方
は
、
必
要
書
類

な
ど
を
お
尋
ね
の
上
、
ご
来
庁
・

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

社
会
福
祉
課

　

障
が
い
福
祉
室

　

�　

・
７
２
５
１

４０

�

�

�
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９
月
３
日
か
ら
９
日
９
日
ま
で

の
一
週
間
は
「
救
急
医
療
週
間
」

で
す
。

　

佐
賀
消
防
署
で
は
次
の
よ
う
な

行
事
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
ぜ

ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

�
�
�
��
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�
	


�

�
�
�
�
�
�
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■
日
時　

９
月
７
日
�

　
　
　
　

９
時　

分
〜　

時　

分

３０

１２

３０

　
　
　
　

９
月
７
日
�

　
　
　
　
　

時　

分
〜　

時　

分

１3

３０

１６

３０

（
午
前
と
午
後
の
２
回
行
い
ま
す
）

■
場
所

　

佐
賀
広
域
消
防
局
、佐
賀
消
防
署
４
階

�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

応
急
手
当
の
実
演
や
P
R
用
品

を
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
看
護
師
、

救
急
救
命
士
に
よ
る
血
圧
測
定
、

健
康
相
談
な
ど
も
行
い
ま
す
。

■
日
時　

９
月 
９
日
�

　
　
　
　
　

時　

分
〜　

時　

分

１０

３０

１２

３０

■
場
所　

モ
ラ
ー
ジ
ュ
佐
賀
１
階

　
　
　
　

モ
ラ
ー
ジ
ュ
プ
ラ
ザ 

■
受
講
受
付
期
間

　
　

８
月　

日
〜 
９
月
1
日

２１

◎
受
け
付
け
・
問
い
合
せ

　

佐
賀
消
防
署
救
急
課

　

�　

・
６
７
７
５ 

３３

　

佐
賀
市
防
災
協
会

　

�　

・
２
１
２
５ 

３０
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
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�
�


�

セ
ミ
ナ
ー
①

●
「
職
業
ふ
れ
あ
い
セ
ミ
ナ
ー
」

（
食
品
小
売
業
）

　

・
講
師　
　

多
々
良　

珠
枝
氏

　
（
や
さ
い
工
房
た
た
ら
代
表
）

■
日
時　

９
月　

日
�

２１

　
　
　
　
　

時
〜　

時

１４

１６

セ
ミ
ナ
ー
②

●
「
自
分
み
が
き
セ
ミ
ナ
ー
・
夢

と
目
標
」

　

・
講
師　
　

白
梅　

英
子
氏

　
（
ル
・
レ
ー
プ
代
表
）

■
日
時　

９
月　

日
�

２８

　
　
　
　
　

時
〜　

時

１４

１６

■
受
講
料　

無
料

■
定
員　

各　

名（
申
し
込
み
順
）

３０

■
会
場　

雇
用
・
能
力
開
発
機
構

　

佐
賀
セ
ン
タ
ー

（
佐
賀
市
兵
庫
町
若
宮
・
Ｊ
Ｒ
伊

賀
屋
駅
前
）

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
佐
賀
セ
ン
タ
ー

　

�　

・
９
４
９
８

２６

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
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��
�
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�
�

�
�
�
�
�
�
�

　

パ
ソ
コ
ン
で
の
求
人
検
索
や
職

�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
��

�
	


�

■
日
時　

９
月
３
日
�

　
　

（
受
付
）
９
時
〜
９
時　

分
２０

　
　

（
講
習
）
９
時　

分
〜

３０

■
場
所　

メ
ー
ト
プ
ラ
ザ
佐
賀

■
対
象　

　

有
効
期
限
が
１
年
以
内
に
切
れ

る
免
許
証
及
び
失
効
し
て
い
る
免

許
証

■
当
日
持
参
す
る
も
の

①
海
技
免
状
②
住
民
票
③
料
金

④
写
真
２
枚

■
料
金

　
　

（
更
新
）　
　

９
�
０
０
０
円

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	



■
日
時　

９
月　

日
�　
　

時
〜

３０

１３

■
場
所　

佐
賀
城
本
丸
歴
史
館

　
　
　
　

外
御
書
院
一
之
間

■
曲
目　

ジ
ュ
ピ
タ
ー
、
春
が
来

た
、
春
の
海
、
黒
田
節
に
よ
る
幻

想
曲　

ほ
か

　

子
ど
も
た
ち
に
よ
る
琴
、
尺
八

の
演
奏
会
が
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館

で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

御
座
間
で
は
琴
、
尺
八
の
体
験

コ
ー
ナ
ー
を
実
施
し
ま
す
。

（　

時
〜　

時
）

10

12

◎
問
い
合
わ
せ

　

邦
楽
集
団
松
生
会

　

�　

・
７
６
２
２

２６

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
��
�

　

佐
賀
の
蔵
元
に
よ
る
『
ぷ
ち
Ｓ

Ａ
Ｋ
Ｅ
ス
ク
ー
ル
』。
毎
月
、お
酒

を
テ
ー
マ
に
「
講
義
」
を
行
い
、

講
義
後
、
日
本
酒
と
軽
食
に
よ
る

懇
親
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
、
日
本
酒
を
楽
し
ん

で
み
ま
せ
ん
か
？

■
日
時
と
テ
ー
マ

【
第
一
回
】
９
月　

日
�

１２

「
賢
い
お
酒
の
選
び
方
」

【
第
二
回
】　

月　

日
�

１０

１０

「
美
味
し
い
お
酒
の
飲
み
方
」

【
第
三
回
】　

月　

日
�

１１

１４

「
日
本
酒
を
飲
ん
で
美
し
く
」

■
時
間

　
　

時　

分
〜　

時　

分

１８

３０

２０

３０

■
会
場　

日
本
酒
B
a
r 
n
◎
m
.

　
（
唐
人
町
一
丁
目
２
番　

号
）

２２

　

�　

・
３
０
８
７

２２

■
対
象　
　

歳
以
上
の
女
性

２０

■
定
員　
　

名
 １４

（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

■
会
費　

４
�
５
０
０
円（
３
回
分
）

■
申
し
込
み
方
法
お
よ
び
締
切
り

　

９
月
５
日
�　

時
ま
で
に
、
申

１５

込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

（
申
込
用
紙
は
、
メ
ー
ル
ま
た
は

電
話
に
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。）

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

佐
賀
県
酒
造
組
合　

ぷ
ち
Ｓ
Ａ
Ｋ

Ｅ
ス
ク
ー
ル
実
行
委
員
会
事
務
局

　

�　

・
3
2
0
1

24

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

・
3
2
0
4

24

yokasake@
sagasake.or.jp

業
適
性
診
断
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
に
よ
る
相
談
・
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
、
履
歴
書
な
ど
の
書
き
方

や
模
擬
面
接
を
行
っ
て
、
早
期
就

職
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
カ

フ
ェ
感
覚
で
気
軽
に
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。

■
利
用
日
時　

月
曜
〜
土
曜
日

　
　
　
　
　
　

８
時　

分
〜　

時

３０

１７

＊
但
し
、
祝
日
、
年
末
・
年
始
は

休
み

◎
問
い
合
わ
せ

　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ａ

（
佐
賀
市
白
山
２
・
２
・
７

  
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｊ
Ｉ
Ｍ
Ａ
ビ
ル
２
階
）

　

�　

・
１
８
７
０

２７

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

・
１
８
７
１

２７

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.jobcafe-saga.info/

　
　

（
失
効
）　

１
５
�
０
０
０
円

◎
問
い
合
わ
せ

　

入
枝
海
事
事
務
所（
鹿
児
島
市
）

　

�
０
９
９
・
２
８
１
・
７
７
５
３

��
�

�

��
�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

お
詫
び
と
訂
正

「
市
報
さ
が
」
平
成　

年
８
月　

１８

１５

日
号
（
�　

）
の
Ｐ　

に
掲
載
し

２２

１３

た
「
専
門
士
業
団
体
一
日
無
料
相

談
会
」
の
記
事
の
電
話
番
号
に
誤

り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に

訂
正
し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

（
正
）
佐
賀
県
司
法
書
士
会

　
　
　

�　

・
０
６
２
６

２９
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国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局
で
は
、平
成　

年
度
か
ら
完
成
年
度
を
明
示
し
、重
点
的
に
整
備
す
る「
ち
ゃ

15

く
ち
ゃ
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
利
用
者
に
５
年
で
見
え
る
道
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
は
、
一
般
国
道　

号
上
犬
童
交
差
点
付
近
の
４
車
線
化
、
森
田
交
差
点
改
良
事
業
を
実
施
し
ま

17

34

し
た
。

�
�
�
��

�
�
	

��

�
�
�
�
�
�
�
	

　

平
成　

年
３
月　

日
、
上
犬

18

31

童
交
差
点
付
近
の
４
車
線
化
が

完
成
し
ま
し
た
。

　

４
車
線
化
に
よ
り
、
こ
れ
ま

で
朝
の
渋
滞
が
著
し
か
っ
た
上

犬
童
交
差
点
で
は
、
神
埼
市
側

の
最
大
渋
滞
長
が
４
７
０
ｍ
か

ら
１
７
０
ｍ
へ
減
少
し
、
渋
滞

が
緩
和
し
ま
し
た
。
ま
た
、
渋

滞
が
発
生
し
て
い
た
上
犬
童
交

差
点
の
影
響
で
、
速
度
が
低
下

し
て
い
た
区
間
（
姉
川
橋
西
交
差

点→

伊
賀
屋
駅
入
口
交
差
点
）
で

は
、
平
均
速
度
が　

�
／
ｈ
も
向

15

上
し
、
走
行
性
が
大
幅
に
改
善
さ

れ
ま
し
た
。

■国道 34号周辺図
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平
成　

年
３
月　

日
、
森
田

18

30

交
差
点
改
良
（
上
り
線
武
雄
市

側
の
左
折
専
用
車
線
設
置
）
が
、

完
成
し
ま
し
た
。

　

左
折
専
用
車
線
設
置
に
よ
り
、

上
り
線
武
雄
市
側
の
最
大
渋
滞

長
２
�
４
０
０
m
が
解
消
し
ま

し
た
。

■上犬童交差点
�������
���������
����������������

��
��
�

�������
������������
�������	�������

��
��
�

※姉川橋西交差点→伊賀屋駅
入口交差点間における上犬童
交差点で供用前に渋滞が発生
していた７:４０～８:４０の平均

佐賀市側より神埼市方面を撮影

■森田交差点

武雄市側より佐賀市方面を撮影

�������
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��
��
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������

◎問い合わせ先
　国土交通省佐賀国道事務所
　調査第一課 �３２・１１５１（代表）

供用前 供用後

供用前 供用後


